
令和５年度文京槐の会事業計画 
 

１  事業の目的  

  社 会 福 祉 法 人 文 京 槐 の 会 は 、 以 下 の 支 援 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

福 祉 サ － ビ ス を 必 要 と す る 者 が 、心 身 と も に 健 や か に 成 長 し 、社 会・経 済

・文 化 そ の 他 あ ら ゆ る 分 野 の 活 動 に 参 加 す る 機 会 を 与 え ら れ る と 共 に 、そ の

環 境・年 齢・心 身 の 状 況 に 応 じ 、地 域 に お い て 必 要 な 福 祉 サ － ビ ス を 総 合 的

に 提 供 す る 。  

 

２  運営方針  

  文 京 槐 の 会 の 経 営 理 念 を 踏 ま え 、 以 下 の 事 項 に 重 点 を 置 い た 運 営 を 目 指 す 。 

⑴  「 利 用 者 か ら 選 ば れ る 施 設 」「 地 域 の 福 祉 ニ ー ズ へ の 対 応 」「 福 祉 サ ー

ビ ス の 向 上 」 を 目 指 す 。  

 ⑵  地 域 で 必 要 な 障 害 者 サ ー ビ ス を 調 査・研 究 し 、多 様 な 障 害 者 サ ー ビ ス の

実 施 に 向 け て 取 組 み を 行 う 。  

  ⑶  研 修 の 充 実 、他 施 設 の 視 察 、講 演 等 の 受 講 を 推 進 す る こ と に よ り 、職 員

一 人 ひ と り の 資 質 の 向 上 や キ ャ リ ア ア ッ プ に 努 め る 。  

 

３  事業目標  

 ⑴  社 会 福 祉 法 に 基 づ く 円 滑 な 法 人 運 営 を 行 う 。  

 ⑵  全 事 業 の 円 滑 な 施 設 運 営 を 行 う 。  

 

４  設置事業  

⑴  第 二 種 社 会 福 祉 事 業 （ 社 会 福 祉 法 第 ２ 条 ）  

  ①  指 定 生 活 介 護 事 業 所 「 は ～ と ・ ピ ア 」 「 は ～ と ・ ピ ア ２ 」 の 経 営  

  ②  指 定 就 労 移 行 支 援 事 業 「 は ～ と ・ ピ ア ２ 」 の 経 営  

  ③  指 定 共 同 生 活 援 助 「 陽 だ ま り の 郷 」 の 経 営  

④  指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 「 あ く せ す 」 の 経 営  

⑤  指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 「 あ く せ す 」 の 経 営  

⑥  指 定 居 宅 介 護 事 業 所 「 く っ し ょ ん 」 の 経 営  

⑦  指 定 移 動 支 援 事 業 所 「 く っ し ょ ん 」 の 経 営  

⑧  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 「 ぱ れ っ と 」 の 経 営  

⑵  公 益 事 業 （ 社 会 福 祉 法 第 ２ ６ 条 ）  

  ①  短 期 保 護 事 業 の 受 託 経 営  

  ②  障 害 者 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー の 受 託 経 営  

  ③  大 塚 地 区 地 域 生 活 支 援 拠 点 の 受 託 経 営  

 ⑶  収 益 事 業 （ 社 会 福 祉 法 第 ２ ６ 条 ）  

  ①  自 動 販 売 機 管 理 事 業  

 



５  職務内容  

職   名  職   務   の   内   容  

理 事 長  

・  法 人 の 代 表 権 に 基 づ く 職 務 の 執 行  

・  自 己 の 職 務 の 執 行 状 況 を 理 事 会 に 報 告  

・  理 事 会 ・ 評 議 員 会 の 召 集  

・  要 綱 等 の 制 定 及 び 改 廃  

施 設 長  

・  理 事 長 の 命 を 受 け 、法 人 が 経 営 す る 各 施 設 の 職 員 を 指

揮 監 督 し 、 施 設 運 営 管 理 の 統 轄  

・  各 施 設 の 年 間 計 画 の 策 定 及 び 進 行 管 理  

・  理 事 会 の 決 定 事 項 の 執 行 及 び 業 務 報 告 等  

サ ー ビ ス  

管 理 責 任 者  

・  利 用 者 の 支 援 計 画 （ 年 ・ 月 ） の 策 定 及 び 実 施  

・  生 活 介 護 の 利 用 申 込 み に 係 る 調 整  

・  サ ー ビ ス 内 容 の 管 理  

・  利 用 者 の 自 己 負 担 上 限 管 理  

サ ー ビ ス  

提 供 責 任 者  

・  ア セ ス メ ン ト 及 び 訪 問 介 護 計 画 の 作 成・交 付・説 明 ・ 

 同 意 の 取 り 付 け  

・  訪 問 介 護 計 画 の 実 施 状 況 の 把 握 ・ 変 更  

・  訪 問 介 護 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 調 整  

・  訪 問 介 護 員 に 対 す る 技 術 指 導  

・  提 供 さ れ た サ ー ビ ス の 管 理 ・ 評 価  

相 談 支 援  

専 門 員  
・  サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 の 作 成 及 び モ ニ タ リ ン グ の 実 施  

地 域 連 携  

調 整 員  

・  障 害 者 及 び そ の 家 族 な ど の 相 談 及 び 支 援  

・  障 害 者 が 地 域 で 住 み 続 け ら れ る よ う に 、 地 域 の 関 係  

 機 関 と の 連 携 体 制 の 構 築  

生 活 支 援 員  

・    利 用 者 の 日 常 生 活 の 支 援 ・ 助 言 及 び 介 護 ・ 介 助  

・  利 用 者 の 健 康 管 理  

・  各 種 行 事 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 の 計 画 及 び 支 援  

・  保 護 者 及 び 関 係 機 関 と の 連 絡 及 び 調 整  

・  ケ ー ス 記 録 ・ 台 帳 等 の 作 成 及 び 保 管  

・  そ の 他 利 用 者 の 支 援 に 係 わ る 一 切 の 事 項  

職 業 指 導 員  ・    職 業 的 に 自 立 で き る よ う 、 必 要 な 就 職 上 の 技 術 指 導  

就 労 支 援 員  ・  就 労 に 向 け た 支 援  



事 務 員  

・  法 人 本 部 及 び 各 拠 点 の 経 理  

・  人 事 ・ 給 与 及 び 福 利 厚 生  

・  諸 規 程 の 整 備 及 び 管 理  

・  諸 会 議 の 開 催 及 び 記 録 ・ 報 告  

・  広 報  

・  そ の 他 庶 務 事 務  

世 話 人  
・  利 用 者 の 食 事 の 提 供  

・  利 用 者 の 日 常 生 活 上 の 相 談  

看 護 師  ・  利 用 者 の 健 康 管 理 に 関 す る 事 項  

運 転 手  ・  事 業 所 へ の 送 迎 及 び 行 事 等 に お け る 移 動  

医 師  

（ 嘱 託 医 ）  

・  定 期 検 診 の 実 施  

・  利 用 者 の 健 康 管 理 及 び 保 健 衛 生 指 導  

 

６  会議・委員会等  

会 議 名  主 な 検 討 内 容  開 催 日 時 等  参 加 者  

理 事 会  
事 業 計 画・報 告 、予 算 ・ 

決 算 そ の 他 運 営 全 般  

定 例 年 ４ 回  

第 １ 回 ４ 月 １ 日  

第 ２ 回 ５ 月 中 旬 予 定  

第 ３ 回 １ ０ 月 下 旬 予 定  

第 ４ 回 ３ 月 中 旬 予 定  

理  事  

監  事  

事 務 局  

評 議 員 会  

理 事 ・ 監 事 の 選 任 、 事

業 計 画 ・ 報 告 、 予 算 ・

決 算  

定 例 年 ３ 回  

第 １ 回 ６ 月 上 旬 予 定  

第 ２ 回 １ １ 月 上 旬 予 定  

第 ３ 回 ３ 月 下 旬 予 定  

評 議 員  

監  事  

事 務 局  

施 設 長  

会 議  

法 人 及 び 各 施 設 の 課 題

全 般  
月 ２ 回 ・ 随 時  

理 事 長  

施 設 長  

主 任 会 議  

現 場 の 課 題 を 抽 出 し 、

業 務 の 改 善 や 標 準 化 を

検 討  

月 １ 回 ・ 随 時  主 任  

職 員 会 議  行 事 ・ 予 定 ・ 諸 問 題  月 １ 回 ・ 随 時  全 職 員  

ケ ー ス  

会 議  

個 別 の 支 援 方 針 検 討  

ケ ー ス 検 討 ・ 問 題 ケ ー

ス 等 の 検 討 ・ 支 援 方 法

検 討  

各 施 設 毎 月 １ 回  
各 施 設  

支 援 員  



家 族 会  
家 族 と の 連 携 ・ 個 別 問

題 等 の 検 討 、 協 議  

は ～ と ・ ピ ア  

上 半 期 ・ 下 半 期 各 １ 回  

は ～ と ・ ピ ア ２  

上 半 期 ・ 下 半 期 各 １ 回  

※ 必 要 に 応 じ て 随 時 開

催  

利 用 者  

家 族  

施 設 長 ・  

支 援 員  

研 修 委 員 会  
研 修 会 の 案 内 、 内 部 研

修 の 企 画  
月 １ 回  研 修 委 員  

広 報 委 員 会  
し あ わ せ の 木 の 発 行 、

Ｈ Ｐ の 運 営 ・ 管 理  
月 １ 回  広 報 委 員  

ほ っ と 安 心

委 員 会  
虐 待 防 止 対 策  月 １ 回  

ほ っ と  

安 心 委 員  

実 習 生 受 け

入 れ 委 員 会  

介 護 等 体 験 等 の 実 習 生

の 受 入 の 標 準 化  
月 １ 回  

実 習 生  

受 け 入 れ

委 員  

防 災 委 員 会  
事 業 継 続 計 画（ Ｂ Ｃ Ｐ ）

の 進 行 管 理  
月 １ 回  防 災 委 員  

 

７  職員研修  

職 員 一 人 ひ と り の 資 質 の 向 上 や 職 員 の キ ャ リ ア ア ッ プ を 図 っ て い く 。そ の

方 法 と し て 職 員 の 階 層 別 に 目 的 を 持 っ て 、他 施 設 へ の 視 察 や 、講 義・討 論 会

へ 職 員 を 受 講 さ せ 、上 司 に 文 書 に よ る 報 告 を 行 う 。ま た 、研 修 報 告 は 、職 員

全 体 の 知 識 や ス キ ル ア ッ プ に 繋 が る よ う 共 有 す る 。  

 ⑴  新 人 研 修  

   対 象 者 新 規 採 用 職 員  

   研 修 目 的  新 規 職 員 と し て の 役 割 行 動 を 遂 行 す る た め の 基 本 を 習 得 す

る 。  

        自 ら の キ ャ リ ア ア ッ プ の 方 向 を 考 え る 。  

 ⑵  中 堅 職 員 研 修  

   対 象 者 給 料 表 １ 級 、 ２ 級 の 者  

   研 修 目 的 中 堅 職 員 と し て の 役 割 行 動 を 遂 行 す る た め の 基 本 を 習 得 す

る 。  

        自 ら の キ ャ リ ア ア ッ プ の 方 向 を 考 え る 。  

 ⑶  主 任 職 員 研 修  

   対 象 者 主 任 職 員  

   研 修 目 的  主 任 職 員 と し て の 必 要 な 役 割 行 動 を 身 に つ け る と 共 に 、そ の



た め に 必 要 な 専 門 知 識 を 理 解 す る 。  

 ⑷  管 理 監 督 者 研 修   

対 象 者 管 理 職  

   研 修 目 的  管 理 職 員 と し て の 役 割 行 動 を 遂 行 す る た め の 基 本 を 習 得 す

る と と も に 、 自 ら の キ ャ リ ア ア ッ プ の 方 向 を 考 え る 。  

 ⑸  虐 待 防 止 研 修  

   対 象 者 全 職 員  

   研 修 目 的  障 害 者 虐 待 の 問 題 に つ い て 職 員 の 理 解 を 深 め る 。  

 

８  健康管理  

⑴  利 用 者 の 健 康 状 態 を 観 察 し 、 良 好 な 状 態 の 促 進 と 維 持 を 図 る 。  

⑵  定 期 検 診 と 健 康 診 断 に よ り 、 異 常 の 早 期 発 見 と 予 防 に 努 め る 。  

⑶  保 護 者 と の 連 携 を 密 に し 、 異 常 の 早 期 発 見 と 予 防 に 努 め る 。  

⑷  利 用 者 自 身 に よ る 健 康 管 理 の 援 助 に 努 め る 。  

 

９  定期検診・検査予定  

 定 期 検 診  

（ 利 用 者 ）  

健 康 診 断  細 菌 検 査  

（ 職 員 ）  

職    員   ６ 月 ～ ９ 月  毎 月  

は ～ と ・ ピ ア  年 ８ 回  ２ 月  毎 月  

は ～ と・ピ ア ２  年 ４ 回  １ 月  毎 月  

  ※ 職 員（ 常 勤 職 員 、契 約 職 員 、固 定 給 非 常 勤 職 員 ）は 、東 京 保 健 生 活 共 同

組 合  東 京 健 生 病 院 に て 検 査  

  ※ 利 用 者 は 、 文 京 区 保 健 サ ー ビ ス セ ン タ ー に て 検 査  

 

１０  防災  

災 害 発 生 時 に 様 々 な 配 慮 を 必 要 と す る 方 が 利 用 し て い る た め 、利 用 者 の 安

全 を 確 保 し 、災 害 に よ る 被 害 の 発 生 を 未 然 に 防 止 す る こ と や 災 害 発 生 時 に お

け る 迅 速 か つ 的 確 な 対 応 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

そ の た め 、日 ご ろ か ら 災 害 の 発 生 を 想 定 し 、利 用 者 の 特 性 に 応 じ た 対 応 方

法 等 を 検 討 す る と と も に 、 定 期 的 な 訓 練 等 を 通 じ て 災 害 へ の 対 応 に 努 め る 。

ま た 、災 害 発 生 後 も 利 用 者 対 応 の 継 続 が 求 め ら れ る こ と か ら 、事 業 継 続 計 画

の 見 直 し を 随 時 し て い く 。  

 

 

 

 

 



１１  消防法第８条第１項に基づ く消防計画による自衛消防隊  

隊

長 

隊  名  

隊   員  任   務   内   容  

班  長  

自

衛

消

防

隊

長

（

防

火

管

理

者

） 

庶  務  班  各 階 １ 名  

１ ．  消 防 機 関 へ の 通 報 及 並 び に

通 報 の 確 認  

２ ．  各 班 の 連 絡 調 整 及 び 他 班 に

属 さ な い 事 項 の 処 理  

３ ．  災 害 発 生 情 報 の 収 集 、 報 告  

４ ．  被 害 状 況 の 調 査 、 報 告  

５ ．  生 活 必 需 品 の 調 達 、 支 給  

６ ．  利 用 者 及 び 職 員 の 給 食  

７ ．  非 常 重 要 持 出 し の 搬 出  

８ ．  行 政 機 関 等 と の 連 絡  

９ ．  隊 長 の 補 佐  

消  火  班  各 階 １ 名  

１ ．  施 設 、 設 備 の 応 急 消 火 及 び  

     風 水 害 の 応 急 防 御  

２ ．  消 防 自 動 車 及 び 緊 急 自 動 車

の 誘 導  

３ ．  各 班 の 応 援 消 火 の 指 揮 及 び

指 示  

４ ．  消 火 器 に よ る 初 期 消 火  

避  難  班  
上 記 に 属 さ な

い 職 員 全 員  

１ ．  利 用 者 等 の 避 難 誘 導  

２ ．  要 救 護 者 の 救 助  

３ ．  利 用 者 等 の 人 員 の 確 認  

４ ．  負 傷 者 等 急 患 の 応 急 医 務  

 

１２  年間防災計画  

訓     練     事     項  
保 守 点 検 事 項  

種   別  訓   練   内   容  

避 難 訓 練  避 難 ・ 誘 導 （ 全 施 設 ）  毎 月 １ 回  

夜 間 避 難 訓 練  避 難 ・ 誘 導 （ 共 同 生 活 援 助 ）  四 半 期 に １ 回  

総 合 訓 練  通 報 ・ 避 難 ・ 誘 導 ・ 初 期 消 火 （ 全 施 設 ） ９ 月 、 ３ 月  

 

 

 

 

 

 



１３  開かれた施設運営  

⑴  地 域 活 動 へ の 参 加 交 流  

     利 用 者 及 び 槐 の 会 職 員 が 地 域 の 活 動 に 積 極 的 に 参 加 し 交 流 す る こ

と に よ り 地 域 に 根 づ い た 施 設 運 営 を 図 る 。  

   ①  公 園 清 掃 ・ 施 設 清 掃 の 実 施  

  ②  町 会 等 の 地 域 の 活 動 等 に 参 加 す る 。  

⑵   積 極 的 な 施 設 運 営  

   ①  特 別 支 援 学 校 等 に 対 し て 、 施 設 の 運 営 状 況 を 説 明 し 、 見 学 会 を 開 催

す る 。  

   ②  ボ ラ ン テ ィ ア や 実 習 生 、 企 業 研 修 の 積 極 的 な 受 け 入 れ を 行 う 。  

   ③  あ ら ゆ る 機 会 を 通 じ て 施 設 紹 介 を 行 う 。  

   ④  ホ ー ム ペ ー ジ を 充 実 さ せ る 。  

⑤  文 京 槐 の 会 広 報 誌 『 し あ わ せ の 木 』 を 年 ２ 回 発 行 す る 。  

 

１４  健全な施設運営  

⑴  諸 規 程 等 の 整 備  

     法 令 等 の 改 正 等 に 常 に 対 応 し 、す べ て の 職 員 に 周 知 す る た め に も「 規

程 集 」 を 整 備 す る 。  

⑵  苦 情 解 決 制 度  

     文 京 槐 の 会 苦 情 解 決 制 度 要 綱 に 基 づ き 、苦 情 解 決 責 任 者 、苦 情 受 付 担

当 者 、 第 三 者 委 員 と 利 用 者 等 の 苦 情 解 決 に あ た る 。  

⑶  情 報 公 開 制 度  

     文 京 槐 の 会 情 報 公 開 要 綱 に 基 づ き 、文 書 等 の 公 開 の 申 出 が あ っ た 場 合

に は 、公 開 の 申 出 に 係 る 文 書 等 の 非 公 開 情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合 を 除

き 、 当 該 文 書 等 を 公 開 す る 。  

⑷  リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト  

    職 員 会 議 に て 、ヒ ヤ リ ハ ッ ト 等 の 報 告・検 証 を 行 い 、利 用 者 の 安 全 を

守 る 。  

 

１５  収益事業  

⑴  自 動 販 売 機 の 管 理  

槐 の 会 の 敷 地 内 に あ る 清 涼 飲 料 水 の 自 動 販 売 機 を 管 理 す る 。  

 

１６  利用者確保  

   文 京 区 等 と 連 携 を 取 り な が ら 、 利 用 者 確 保 に 向 け て 努 力 す る 。  

 

１７  職員の応援体制  

   全 支 援 員 に よ り 宿 直 勤 務 及 び 日 中 活 動 の 応 援 体 制 を 敷 く 。  

 

 



１８  各種協議会等への参加  

   文 京 区 障 害 者 地 域 自 立 支 援 協 議 会 や 文 京 区 地 域 公 益 活 動 ネ ッ ト ワ ー ク

等 に 職 員 を 参 加 さ せ 、文 京 区 障 害 福 祉 の 向 上 に 取 組 む と と も に 地 域 に 根 付

い た 施 設 運 営 を 行 っ て い く 。ま た 、東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会 知 的 発 達 障 害 部

会 の 活 動 に 参 加 し 、 最 新 の 情 報 収 集 に 努 め る 。  

 

１９  役員賠償責任保険  

 ⑴  保 険 会 社  東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社  

  ⑵  被 保 険 者  文 京 槐 の 会 の 理 事 ・ 監 事 ・ 評 議 員 ・ 施 設 長 等  

  ⑶  保 険 の 名 称   役 員 賠 償 責 任 保 険（ Ｄ ＆ Ｏ マ ネ ー ジ メ ン ト パ ッ ケ ー ジ

（ 経 営 責 任 総 合 補 償 特 約 条 項 附 帯  会 社 役 員 賠 償 責 任

保 険 ）  

  ⑷  保 険 期 間  １ 年 間（ 令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 午 後 ４ 時 ～ 令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日

午 後 ４ 時 ）  

  ⑸  保  険  料   ８ ２ ， ０ ２ ０ 円 （ 令 和 ４ 年 度 実 績 ）  

  ⑹  保 険 金 の 支 払 事 由 及 び 支 払 限 度 額  

①  支 払 事 由   被 保 険 者 で あ る 理 事 、監 事 、評 議 員 等 が そ の 地 位 に 基

づ き 行 っ た 行 為（ 不 作 為 を 含 み ま す 。）に 起 因 し て 損 害 賠

償 請 求 が な さ れ た こ と に よ り 、被 保 険 者 が 被 る 損 害 賠 償 金

や 訴 訟 費 用 等 。  

②  支 払 限 度 額  １ 億 円  

 

２０  感染症対策  

   イ ン フ エ ン ザ 、ノ ロ ウ ィ ル ス 、新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 等 の 感 染 症 に つ い て

適 切 な 対 応 を 行 っ て い く 。  

   ク ラ ス タ ー 等 が 発 生 し た 場 合 は 、感 染 症 Ｂ Ｃ Ｐ に 則 り 、速 や か な 事 業 再

開 を 行 う 。  

利 用 者 や 職 員 を 対 象 に 、施 設 内 に て 、イ ン フ エ ン ザ や 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル

ス の ワ ク チ ン を 行 う 。  


